
合同パトロール ～Chapter４～

　１２月１日（水）、板柳警察署刑事生活安全課との岩木川
水系藤崎管内合同パトロールを実施しました。

　板柳署とは前回７月２１日に続き２回目の実施となり、弘
前署とあわせて計４回目の合同パトロールとなりました。パ
トロールでは板柳河川公園から約４ｋｍの岩木川右岸河川敷
地を徒歩によって行い、前回同様不法投棄・不法駐車・危険
箇所の有無や危険行為をしている人がいないか等の確認を行
い、岩木川右岸４１ｋ玉川樋門付近でアンテナ、４０．３ｋ
～４２．６ｋにかけてはリンゴの不法投棄を発見しました。

今回パトロール区間



◎合同パトロールの実施状況



◎主なパトロール結果－１

 
岩木川左岸４１．０ｋ玉川樋門付
近にアンテナの不法投棄を発見し
ました。この付近では以前から家
庭ゴミなどの不法投棄が多いため
看板の設置などの対策を行い、以
前に比べてゴミは少なくはなりま
したが今後もパトロールなどを行
い警戒を強めていきます。

◎主なパトロール結果－２
リンゴの不法投棄発見！

　

 
岩木川左岸42.6k～40.3k付近にか
けてはりんごの不法投棄が多く発
見されました。出荷時期である１
１月下旬から１２月にかけては毎
年多くのりんごの投棄が見られま
す。不法投棄は犯罪です、絶対に
やめましょう！

アンテナの不法投棄を発見！
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